
三重県水産研究所施設等見学規程  

（目的） 

第１条 この規程は、三重県水産研究所が所有する施設等（以下「施設」という。）

の見学について定める。 

 

（見学の許可） 

第２条 施設の見学を希望する者、またはその代表者（以下「申請者」という。）

は、水産研究所長（以下「所長」という）に水産研究所施設等見学申込書 (様式１) 

（以下「申込書」という。）を、原則として見学予定日の１０日前までに提出し所

長の許可を受けるものとする。  

なお、見学者が中学生以下の場合には必ず引率者が同行するものとする。  

 

（見学を許可しない場合、取消および中止） 

第３条 所長は、次の場合には見学を許可しないものとする。  

 (1) 研究遂行上支障があると判断された場合  

 (2) 安全上問題があると判断された場合  

  (3) その他、不許可が相当と認められた場合  

所長は、第 2 条に規定する許可を受けた者が、許可を受けた目的に反したとき

やふさわしくない行為は、その許可を取り消し、または見学を中止し退出させる

ことができるものとする。 

 

（事故の補償、施設損傷の原状回復）  

第４条 見学中に発生した事故による負傷等に対する補償等の措置は、見学者又

は見学者の所属する機関で行うこととし、水産研究所は一切の補償を行わない。  

見学者が、故意又は重大な過失によって施設に損傷を与えた時は、その損傷に

対する原状回復は、見学者（未成年にあっては親権者又は見学者代表が連帯する。）

が行うものとする。 

 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要が生じた場合

は、所長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成２５年１０月１日から施行する。  

 

 

 



(様式１)（第２条関係） 

三重県水産研究所施設等見学申込書 

平成   年   月   日 

三重県水産研究所長 様 

  三重県水産研究所施設等見学規程に基づき、以下のとおり見学したいので申込みます。 

 なお、見学に際しては水産研究所施設等見学規程を誠実に遵守することを申し添えます。 

１．申 請 者 所属団体名：      職名：      氏名：        印 

※：未成年者個人の見学は親権者、未成年者団体の見学は団体代表者がご記入ください           

２．見 学 者 名 所属団体名：      職名：      氏名：            

※：出来るだけ詳しく書いて下さい。 

３．連絡先住所 

       Tel: 

       fax: 

    e-mail: 

〒                               

(                                                   ) 

(                                                   ) 

(                                                         ) 

４．見 学 目 的  

５．見学希望施設 水産研究所本所（浜島） 鈴鹿水産研究室 尾鷲水産研究室 

調査船あさま（停泊時） その他（       ） 

 

※ 見学を希望する施設を〇で囲んでください。 

６．見学希望日時 平成  年  月  日   時  分 ～  時  分 

７．見学希望者数                人 

※ 対応の都合上、一度の見学者は原則２０名以内とします。 

８．見学責任者 

  (引率者) 

所属団体名：      職名：      氏名：         

 

※ 申請者と見学者が異なる場合に記載してください。 

見学者が、２名以上の場合には、見学者一覧表を添付してください。 



（様式１ 参考） 

見学者一覧表 

所属名：           / 

引率者名：          / 

見 学 者 氏 名 備 考 

１ 
  

２ 
  

３ 
  

４ 
  

５ 
  

６ 
  

７ 
  

８ 
  

９ 
  

１０ 
  

１１ 
  

１２ 
  

１３ 
  

１４ 
  

１５ 
  

１６ 
  

１７ 
  

１８ 
  

１９ 
  

２０ 
  

 


